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第２章

子育て支援施策の実施状況



４　運営主体
　きょうと子育て応援パスポート事業推進委員会

  （市町村、経済団体、ＮＰO、府等で組織）

５  ２０年度事業実績
　○協賛店舗数  　　　　 ２，５７８店舗

   ○決算額　　　　　　　３，０００千円

　○商店街等と協働したパスポート‘祭’の実施

１  事業の趣旨 　　（京都市、宇治市、福知山市等府内５箇所）

　   親子のふれあう機会づくりや子育て世代 　○アンケート調査

   の経済的な負担の軽減を図ることにより、 　　利用者・協賛店舗等に対して実施

   安心して子どもを産み育てられるよう、企 　○ホームページの充実・強化

   業・店舗や行政（府・市町村）が協働して 　　検索機能の追加、携帯端末での閲覧等

　社会全体で子育て家庭を応援

６　課題

２　 経緯 　・パスポート事業の普及・定着

　○平成１９年７月２８日事業開始 　・一層利用しやすい仕組みづくり

　（同時期に制定された京都府子育て支援条例 　　　

　　の象徴的事業として開始） ７　平成２１年度の実施状況
　　　 　・協賛店舗の拡大

３　 事業の枠組み 　　２１年度末　目標２，８００店舗

　○子育て家庭にパスポートを発行し、協賛 　・事業のＰＲ

　　店で提示してもらうことにより、協賛店 　　府立植物園前でのＰＲ活動

　　の協力による様々なサービスを提供 　・パスポート入手手段の拡大

　＜サービスの例＞ 　　母子健康手帳の交付時、転入届等における配付等

　　・商品の割引や景品プレゼント 　・ケータイ認証システムの開発

　　・商店街でのポイント加算 　　利用者にとって入手しやすい、携帯電話を活用した

　　・教育ローン等の優遇金利 　　パスポートの開発

　○対象家庭 　・関西広域化の推進

　　・１８歳未満の子どもがいる家庭

　　・妊娠中の方がいる家庭　

　○カードの配付

　　・就学児等

　　    小・中・高校、幼稚園、保育所で配付

　　　【運用開始時】

　　・妊婦の方、在宅の乳幼児等

　　　 市町村・府保健所・府施設等で配付

　○カードの有効期限

　　平成２２年７月３１日まで

子育て応援パスポート事業



１ 　 事業趣旨 整備場所 元洛東病院跡地（京都市東山区清

　　元洛東病院跡地（京都市東山区）に、家庭 水門前松原産寧坂西入清水4丁目）

　問題等に関する総合的な相談支援機関として 構造規模 鉄筋コンクリート造　３階建

　「家庭支援総合センター」を整備。 延べ床面積　約5,600㎡

施設構成 【１階】企画・管理部門

　　　　相談・指導部門

２ 　 検討経過 　　　　判定・治療部門

　　平成１７年６月に、家庭問題（児童虐待、 【２階】一時保護部門

　ＤＶ、障害、非行、ひきこもり等）に対する 【３階】母子生活支援部門

　取組の一層の充実・強化を図るため、相談現 　　　　少年サポートセンター

　場関係者や有識者等からなる「家庭支援・相 総工事費 1,685,012千円

　談体制の在り方検討懇話会」を設置。 工事期間 20～21年度（工期14カ月）

　　平成１７年２月に、同懇話会からいただい 開設時期 22年度春開設予定

　た最終報告を踏まえ、家庭問題に関する総合

　的な相談支援機関として「家庭支援総合セン

　ター」の設置を計画。 ４ 　 セ ン タ ーの特徴

　　しかしながら、この間の増加・複雑化する   ○ 家庭問題にワンストップで対応

　児童虐待やＤＶ、障害者自立支援法の施行な   ○ 虐待、非行、ＤＶなどへのトータルな支援

　ど社会情勢の変化に対応するため、同センタ   ○ 同一機関で一貫した継続支援が可能

　ー機能の充実について、平成２１年３月と６   ○ 福祉職員の集中配置による専門性の向上

　月に同懇話会を開催し、意見交換を実施。   ○ 福祉中核機関として市町村等との連携強化

懇話会での主な意見

　 複雑多様化、深刻化する家庭問題に対し ５ 　 予算状況等

 て、単独相談機関では対応困難 18年度 基本計画検討費         1,000千円

　 ① 家庭問題に関する総合的・専門的な 元洛東病院解体費  304,687千円

　　  相談体制の充実 19年度 基本・実施設計費    45,465千円

　 ② 関係機関との連携・協力体制のネッ 20年度 建設本体工事費　  128,012千円

　　  トワークの充実 21年度 建設本体工事費  1,557,000千円

 ※18～20年度は実績額、21年度は予算額

 ◆家庭問題に関する 「 総合的な支援体制」

　  の確立が必要

３ 　 施設計画

　　家庭を取り巻く諸課題に的確かつ迅速に対

　応するため、児童相談所、婦人相談所、身体

　・知的障害者更生相談所を統合

　　あわせて、老朽化の著しい吉田母子寮（母

　子生活支援施設）及び少年非行等の相談機能

　の強化を図るため、警察本部の少年サポート

　センターを合築。

家庭支援総合センター整備
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１ 　 事業趣旨 ３ 　 20年度事業実績

　　平成１８年１０月２２日に、長岡京市に 　○ 決算額　41,857千円

　おいて、３歳の幼児が保護者の虐待により

　死亡するという痛ましい事件が発生。 【 児童虐待予防対策推進事業費】

　　このため、京都府では、このような事件 　○ 養育上課題のある家庭に対する心理カウン

　を二度と発生させないという強い決意のも 　　 セラー、医師、保健師等による相談・支援

　と、この事案の徹底的な検証を行い、原因、 　○ 全市町村において「要保護児童対策地域協

　課題、今後の対応策を検討するため、外部 　 　議会」の設置が完了

　の有識者からなる「京都府児童虐待検証委 　○ 市町村の活動強化に向けて、虐待防止アド

　員会」を設置し、平成１８年１２月に「検 　　 バイザーの派遣

　証報告書」が提出された。 　○ 府域全体を網羅する「児童虐待防止ネット

　　この報告書の中に盛り込まれた提言を踏  　　ワーク会議」の開催

　まえた対応策を中心に、増加・困難化する 【 児童虐待早期対応体制強化費】

　児童虐待に迅速かつ的確に対応するため、 　○ 児童相談所において初期対応等を行う児童

　関係機関と連携を図り、虐待の未然防止か 　　 虐待対応協力員の配置

　ら早期発見・早期対応、再発防止に至るま 　○ 相談体制・協力体制強化のための児童相談

　で、一貫した施策を総合的に推進。 　　 所・市町村・関係機関等職員への研修

　○ 外部アドバイザーの招へい（専門的助言や

　　 援助を行う弁護士）

２ 　 検証委員会から の提言 　○ 情報の共有化やケースの進行管理等を行う

①速やかな安全確認ルールの確立 　　 児童相談ＩＴシステムの導入

　・４８時間ルールの確立 【 家庭支援相談機能充実事業費】

　・見守り対応のルール化 　○ 地域の児童問題に対して相談援助を行う児

②リ ス ク 管理の客観化、 シス テ ム化 　　 童家庭支援センターの運営（府内１か所）

　・ハイリスク項目のチェックリスト 【 ｢児童相談所業務外部評価委員会｣運営費】

　・個人別ケース管理 　○ 児童相談所の業務について外部の有識者に

　・ＩＴの活用による進行管理システム  　　により評価

③組織内の情報共有徹底 【 児童虐待再発防止・ 自立支援事業費】

　・通報を“ナマ”のまま共有 　○ 虐待を行った保護者へのカウンセリングを

　・相談体制の充実とチームミーティング  　　行う精神科医の配置

　　等の開催の徹底 【 児童虐待防止啓発事業費】

④実効ある地域の虐待ネッ ト ワ ーク の確立、 　○ オレンジリボンキャンペーンの実施

　 機能強化

　・アドバイザー派遣

　・マニュアルの整備や体系的研修プログ ４ 　 21年度の取組（ 課題）

　　ラムの実施 　　 検証委員会からの提言を踏まえ、虐待の未

⑤地域における体制強化＝保健所の役割の 　 然防止、早期発見・早期対応、再発防止の３

　 明確化と 機能強化 　 つの柱を軸にして施策を推進

　・地域の最前線機関としての保健所の体

　　制強化

　・地域協議会の設置促進

　・市町村単位での虐待情報の共有

⑥中長期的な人材育成・ 組織体制の強化等

　・専門性の確保に向けた人事配置と組織

　　　体制の強化

⑦外部有識者等の活用・ 定期的な運用指導

　・外部評価委員会の設置等

児童虐待総合対策事業

児 童 虐 待
防 止
オ レ ン ジ
リ ボ ン
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１ 　 事業の趣旨 ３ 　 20年度の事業実績

　　 配偶者暴力相談支援センター（ＤＶ相談 　○ 決算額　17,021千円　

　 支援センター）を中心に、市町村や関係機

　 関の連携・協力のもと、被害者の相談、保 【 相談窓口】

　 護、自立支援等を実施する。 　○ 夜間・休日相談の窓口設置

　○ 婦人相談員の配置・研修（二次被害防止）

　○ 市町村相談員等に対する研修

２ 　 取組の経緯 　○ ＤＶ専用電話相談の実施

１３年度 ・配偶者からの暴力の防止及       （男女共同参画センター）

　び被害者の保護に関する法 【 専門的指導の確保】

　律（ＤＶ防止法）公布 　○ 心理療法士によるカウンセリング

１４年度 ・ＤＶ防止法完全施行 【 一時保護機能】

・ＤＶ相談支援センター設置 　○ 一時保護委託先の確保（母子生活支援

・関係機関による一時保護委 　　 施設等）

　託の確保 　○ 保育士の配置（同伴児対策）

１５年度 ・一時保護所入所児童のため 　○ 民間シェルターと連携・協力した被害

　の保育士配置 　　 者支援

１６年度 ・ＤＶ防止法改正 　○ 民間シェルターと連携・協力した被害

・府営住宅ＤＶ優先入居 　　 者支援

１７年度 ・配偶者等からの暴力の防止 【 被害者の自立支援】

　及び被害者の保護・自立支 　○ 通訳の派遣（外国人被害者への対応）

　援に関する計画（ＤＶ基本 　○ 診断書料の給付（保護命令申立て、

　計画）策定 　　 就職時の健康診断）

１８年度 ・民間シェルターへ助成開始 　○ 自立支援グループワークの実施

１９年度 ・ＤＶ防止法改正 【 協力機関の連携・ 協力】

２０年度 ・「配偶者からの暴力防止及 　○ 被害者支援ネットワーク（民間支援機

　び被害者の保護・自立支援 　　 関との連携、一時保護所退所先確保・

　に関する計画」策定 　　 迅速な広域連携）

　○ 福祉施策の円滑な適用（生活保護等）

　○ ＤＶ相談支援センター機能の広報啓発

【 啓　 発】

　○ ＤＶ啓発カードの作成・設置

　○ 啓発講座

４ 　 21年度の取組（ 課題）

　○ 配偶者等からの暴力を許さない社会の

　 実現

○ 被害者の状況に応じた継続的な支援ＳＴＯＰ　ＴＨＥ　暴力

ドメスティック・バイオレンス対策事業
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